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研究目的 ： 日本における外国籍の子どもへの教育が、国家や社会の都合や手段としてのものとなり、国際的に承認されている「人権と

しての教育」概念に当該学習者が位置づいてない現況を捉え、子どもの権利条約などの国際解釈、国連子どもの権利委員

会（ＣＲＣ）による一般意見に沿う立法案、あるいは教育行政施策を創出する。

研究方法 ： これまで外国籍の子どもは、 教育から事実上排除され劣位に置かれてきたゆえに、その苛酷な実態が十分に明らかに

なっていない。そこで、 政策や立法の基本となる立法事実を把握するために、当該外国籍の子どもの生活や就学、

社会的地位などに関する研究記録や過去20年間の新聞等で扱われた実態を示す記事(約150記事)を調査分析し、

具体的にどのような行政上の不作為あるいは立法不作為ともいえる教育行政上の脆弱な対応によって上記問題意識

の状況に放置されるに至ったかを明らかにする。また、府内の公立小中高等学校にて教育現状調査を行い、成功事例
を辿ることで必要な施策を検討すると同時に、なお残る問題を抽出する。

日本における外国籍の子どもの教育の実質的保障に向けて

円グラフは、「外国人の子供の就学状況等調査結果（確定値）概要」
（文科省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課）
（2020年3月）、および「外国人の子供の就学状況等調査結果（確
定値）概要」（文科省省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・
安全課）（2020年3月）より、筆者作成
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政府は、「日本語教育の推進に関する法律」（2019年法律第48号），「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議報告」
（2020年３月）などを行っているが、子どもやその家庭の個々の背景、抱える問題などが多岐にわたっており、対応には限界がある。


